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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

国立研究開発法人への寄附に係る税制措置 

 (国税６）（法人税：義、所得税：外） (地方税９）（法人住民税、事業税：義） 

2 要望の内容 【新設】 

国立研究開発法人への法人からの寄附金について、全額損金算入が認め

られる「指定寄附金」の取扱いとする。 

法人税について当該措置が認められた場合、地方法人税、法人住民税法

人税割及び法人事業税についても同様の効果を適用する。 

また、国立研究開発法人への個人からの寄附金について、税額控除を導入

し、所得控除と選択できるようにする。 

 

(※)「国立研究開発法人」とは、平成 27 年４月施行の改正独立行政法人通則

法（平成 11 年法律第 103 号）第２条第３項に定める法人をいう。 

3 担当部局 科学技術・学術政策局政策課 

4 評価実施時期 平成 26 年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 26 年度の税制改正要望において、研究開発力強化法に規定する研究

開発法人への寄附金について、全額損金算入できる指定寄附金に指定する

制度の創設及び個人寄附に係る税額控除の導入を要望。 

6 適用又は延長期間 恒久措置 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

国立研究開発法人について、自己収入（寄附金収入）の増大を図ることによ

り研究開発に必要な資金収入の拡充を図るとともに、民間企業等及び国民か

らの寄附金を用いて当該民間企業及び国民のニーズを的確に踏まえた研究

開発を推進することにより、世界第一線の研究成果を生み出し、イノベーション

創出に寄与することを目的とする。 

《政策目的の根拠》 

厳しい財政事情の下、国立研究開発法人に対しては、研究開発に必要な資

金収入を多様な方法により拡充し、自立的な事業活動を促進するとともに、民

間企業等及び国民のニーズを的確に踏まえた研究開発を推進することが必要

である。 

このため、国立研究開発法人への寄附税制について、イノベーション創出促

進の観点から、民間企業等からの寄附を一層促進するための税制面での環

境整備が必要であり、この観点について、「科学技術イノベーション総合戦略

2014」（平成 26 年６月 24 日閣議決定）では、各法人への寄附の促進方策、受

託収入の増加など、自己収入に係る検討を進めることとされている。 

さらに、自民党・科学技術・イノベーション戦略調査会の「わが国の研究開発

力強化に関する提言（中間報告）」（平成 25 年５月 14 日）では、総理の提唱す

る「世界で最もイノベーションに適した国」を実現するため、研究開発力を強化
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し、国際競争を勝ち抜く方策について検討が重ねられ、世界最高水準の研究

環境を整備する方策の一つとして、寄附税制の拡充について、「全額損金算

入の適用や、税額控除の導入・要件の見直しなど、研究開発法人・国立大学

法人・学校法人について自己財源確保のための寄附税制を拡充すべき。」と

明示されている。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

文部科学省の平成 26 年度政策評価体系において、政策目標７「科学技術・

学術政策の総合的な推進」の施策目標７－２「イノベーション創出に向けた産

業連携の推進及び地域科学技術の振興」や７－３「科学技術システム改革の

先導」を達成するために有効な施策である。また、平成 26 年度政策目標８「基

礎研究の充実及び研究の推進のための環境整備」及び９「科学技術の戦略的

重点化」における国立研究開発法人の活動に密接に関連した施策目標の達

成にも貢献する。 

また、「科学技術イノベーション総合戦略 2014」等において、国立研究開発

法人については、イノベーション創出に向けて、法人の増収意欲を増加させる

ために、各法人への寄附の促進方策、受託収入の増加など、自己収入に係る

検討を進めるとされており、企業・個人からの寄附を促進するためには、税制

面で支援することが合理的である。 

指定寄附金化について、本年６月に成立した改正独立行政法人通則法第２

条第３項において、国立研究開発法人は、我が国全体における科学技術水準

の向上を図り、我が国の国民経済の発展に寄与するものと定義づけられるこ

ととなった。さらに、その名称から、国を代表して、研究開発を行う公的機関で

あることも端的に示されることになるなど、国の科学技術イノベーションを担うこ

とが明確化された。安倍総理の施政方針演説において、「世界で最もイノベー

ションに適した国」を目指すことが２年連続で表明されるなど、イノベーション創

出は、緊急を要するものであり、指定寄附金化の要件に整合的なものであるこ

とから、国立研究開発法人への寄附金を指定寄附金化することは合理的であ

る。 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

イノベーション創出に資するため、寄附による国立研究開発法人の自己収

入を増大させるとともに、民間企業等及び国民のニーズを的確に踏まえた研

究開発を推進する。なお、定量的な目標は、過去の実績を勘案し、目標水準を

寄附収入金額ベースで 1.4 倍（約 1,662 百万円）（対本租税特別措置等前比）

とし、達成時期は本租税特別措置等後３か年を経過した時点とする。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

本租税特別措置の対象となる国立研究開発法人の寄附金収入の伸び率。

また、「本租税特別措置の対象となる国立研究開発法人の寄附金収入の伸び

率」と、「他の法人に対する寄附金収入の伸び率」を比較することにより、本租

税特別措置の効果を検証する。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

租税特別措置等により、国立研究開発法人への寄附を行う民間企業等や
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国民に対するインセンティブを付与し、寄附による国立研究開発法人の自己収

入を増大させることで、研究開発に必要な資金収入の拡充を図るとともに、民

間企業等及び国民のニーズを的確に踏まえた研究開発を推進し、イノベーショ

ン創出に寄与する。 

8 有効性

等 

① 適用数等 国立研究開発法人に移行予定の 31 法人の実績等に基づけば、以下のとお

り推計される 

法人： 508 法人 

個人： 1,136 人 

 

② 減収額 国立研究開発法人に移行予定の 31 法人において、 

国税：  平年度  105 

地方税：平年度   39               

（単位：百万円） 

 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 27 年度～29 年度） 

租税特別措置等により、国立研究開発法人への寄附を行う法人、個人に対

するインセンティブを付与し、国立研究開発法人の寄附金収入（自己収入）を

増大させることで、研究開発に必要な資金収入の拡充を図り、イノベーション

創出に寄与する。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成 27

年度～29 年度） 

租税特別措置等により、国立研究開発法人の寄附金収入（自己収入）を増

大させることで、研究開発に必要な資金収入の拡充を図り、イノベーション創

出に寄与する。 

過去に学校法人に税額控除を導入した際には、３年間で寄附額が 1.4 倍に

増加しており、本租税特別措置等により、同程度の寄附金収入の増加が得ら

れ、目標を達成できることが十分に期待・予測できる。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成 27 年度～29 年度） 

国立研究開発法人への寄附を行う法人、個人に対するインセンティブが付

与されず、国立研究開発法人の寄附金収入（自己収入）の増大が見込めな

い。このため、研究開発に必要な資金収入の拡充が十分に図られず、結果と

してイノベーション創出への寄与が限定的なものとなる。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 27 年度～29 年

度） 

減収見込額の算定根拠は別紙のとおりであり、達成目標の実現状況の将

来予測については、過去に学校法人に税額控除を導入した際には、寄附額が

1.4 倍に増加しており、本租税特別措置等により、同程度の寄附金収入の増加

が得られることが十分に期待・予測できる。 

この結果、144 百万円の税収減となるものの、国立研究開発法人が得られ
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る寄附金額の増は 475 百万円（※）となり、研究開発の加速度的な推進が可

能となる。 

（※）過去５年間の（法人及び個人からの）平均寄附金額 1,187 百万円が、1.4

倍に増加するものとして試算 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

国立研究開発法人への寄附を行う法人、個人に対するインセンティブとし

て、税制上の優遇措置が有効である。また、寄附金収入を増大させるための

手段としては、補助金等の他の政策手段は想定し難く、本租税特別措置によ

ることが妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

国立研究開発法人においては、寄附金収入は、民間企業や国民のニーズ

を的確に踏まえた研究開発の推進に用いられる。一方、補助金等は、国費の

投入により国策を着実に実施するものであり、国家戦略を踏まえて国立研究

開発法人に措置されるものである。 

本租税特別措置により、法人からの寄附金については、現在損金算入に限

度がある法人税・法人住民税・事業税において、全額損金算入とすることで、

法人からの寄附の増大を図る。また、個人からの寄附金については、高額所

得者ほど減税効果が大きく、大口寄附の促進に寄与する制度である現状の所

得控除に加えて、中低所得者ほど減税効果が大きく、小口寄附の促進に寄与

する制度である税額控除を導入することにより、国民の幅広い層からの国立

研究開発法人への寄附を拡充することができる。 

－双方の資金が相まって、国立研究開発法人は、幅広いイノベーション創

出に貢献することが可能となる。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

国立研究開発法人については、地域の特性（当該地域の民間企業の技術・

人材、地域的な産学官のつながり、研究機関など関連機関の物理的な集積状

況など）を生かした、イノベーションハブの中核となることが期待されている。国

立研究開発法人の寄附収入の増加による研究開発の推進は、地方経済の活

性化にも資する。 

10 有識者の見解 我が国の国際競争力を維持・強化してゆくためには発展途上の国との技術

的差別化がキーである。常に一歩先へゆく技術開発が必要である。公的資金

が十分とはいえない現状で、民間資金を大いに活用できる仕組みとして、本案

は極めて意味のある施策と考える。 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

－ 

 


